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１【ファンドの運用状況】

（1）【投資状況】

（2013年4月30日現在）

資産の種類 国または地域
時価合計
(円)

投資比率
(%)

投資証券 ケイマン 8,255,852,47099.22

投資信託受益証券 日本 30,421 0.00

現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 64,071,9610.77

合計(純資産総額) － 8,319,954,852100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

（2）【運用実績】

①　【純資産の推移】
2013年4月30日および同日１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで
す。

 
純資産総額
(百万円)
(分配落)

純資産総額
(百万円)
(分配付)

1口当たり
純資産額
(円)
(分配落)

1口当たり
純資産額
(円)
(分配付)

第1期計算期間末
（2010年9月27日） 50,381 50,381 0.9723 0.9723

第2期計算期間末
（2011年9月26日） 17,910 17,910 0.8457 0.8457

第3期計算期間末
（2012年9月25日） 11,823 11,823 0.8050 0.8050

2012年4月末日 15,120 － 0.9160 －

2012年5月末日 13,958 － 0.8738 －

2012年6月末日 13,607 － 0.8659 －

2012年7月末日 12,581 － 0.8340 －

2012年8月末日 11,644 － 0.7932 －

2012年9月末日 11,616 － 0.8167 －

2012年10月末日 11,557 － 0.8487 －

2012年11月末日 10,683 － 0.8309 －

2012年12月末日 12,189 － 0.9462 －

2013年1月末日 12,963 － 1.1191 －

2013年2月末日 10,242 － 1.0811 －

2013年3月末日 9,491 － 1.1423 －

2013年4月30日 8,319 － 1.1300 －
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②　【分配の推移】

期　間 1口当たりの分配金（円）

第1期計算期間 0

第2期計算期間 0

第3期計算期間 0

 
③　【収益率の推移】

期　間 収益率(%)

第1期計算期間 △2.8

第2期計算期間 △13.0

第3期計算期間 △4.8

第4期計算期間
（中間期）

42.6

 

２【設定及び解約の実績】

期　間 設定口数 解約口数

第1期計算期間 69,806,390,520 17,989,324,963

第2期計算期間 1,318,064,109 31,956,996,292

第3期計算期間 774,732,203 7,266,672,135

第4期計算期間
（中間期） 203,692,327 5,402,925,588

(注）第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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３【ファンドの経理状況】
 
(1)　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 
(2)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成24年9月26日から平
成25年3月25日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人により中間監査を受けておりま
す。
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日興ＵＢＳ中国A株ファンド
(1)【中間貸借対照表】

(単位：円)

前計算期間末
平成24年 9月25日現在

当中間計算期間末
平成25年 3月25日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン 130,222,014 186,744,414

投資信託受益証券 30,412 30,421

投資証券 11,776,093,751 10,776,903,457

未収利息 178 255

流動資産合計 11,906,346,355 10,963,678,547

資産合計 11,906,346,355 10,963,678,547

負債の部

流動負債

未払受託者報酬 2,172,156 1,858,694

未払委託者報酬 79,645,789 68,151,963

その他未払費用 1,474,150 1,345,930

流動負債合計 83,292,095 71,356,587

負債合計 83,292,095 71,356,587

純資産の部

元本等

元本 14,686,193,442 9,486,960,181

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） △2,863,139,182 1,405,361,779

元本等合計 11,823,054,260 10,892,321,960

純資産合計 11,823,054,260 10,892,321,960

負債純資産合計 11,906,346,355 10,963,678,547
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位：円)

前中間計算期間
自　平成23年 9月27日
至　平成24年 3月26日

当中間計算期間
自　平成24年 9月26日
至　平成25年 3月25日

営業収益

受取利息 45,215 30,640

有価証券売買等損益 1,528,221,696 4,325,809,715

営業収益合計 1,528,266,911 4,325,840,355

営業費用

受託者報酬 2,495,759 1,858,694

委託者報酬 91,511,046 68,151,963

その他費用 1,646,860 1,345,930

営業費用合計 95,653,665 71,356,587

営業利益又は営業損失（△） 1,432,613,246 4,254,483,768

経常利益又は経常損失（△） 1,432,613,246 4,254,483,768

中間純利益又は中間純損失（△） 1,432,613,246 4,254,483,768

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

11,348,556 1,032,720,753

期首剰余金又は期首欠損金（△） △3,268,032,904 △2,863,139,182

剰余金増加額又は欠損金減少額 683,110,299 1,046,737,946

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

683,110,299 1,044,392,166

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－ 2,345,780

剰余金減少額又は欠損金増加額 58,449,887 －

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

58,449,887 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） △1,222,107,802 1,405,361,779
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(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券、投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資
証券の基準価額で評価しております。
 
2.収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
 
3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることもあります。
(2)剰余金又は欠損金
中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰
余金又は欠損金を開示しております。
 
(中間貸借対照表に関する注記)

前計算期間末
平成24年 9月25日現在

当中間計算期間末
平成25年 3月25日現在

1.計算期間末日における受益権の総数
14,686,193,442口

1.中間計算期間末日における受益権の総数
9,486,960,181口

2.元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っ
ており、その差額は2,863,139,182円です。

－

3.計算期間末日における１口当たり純資産額
 

0.8050円
（1万口当たり純資産額)（8,050円)

2.中間計算期間末日における１口当たり純資
産額

1.1481円
（1万口当たり純資産額)（11,481円)

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間（自 平成23年 9月27日　至 平成24年 3月26日）
該当事項はありません。
 
当中間計算期間（自 平成24年 9月26日　至 平成25年 3月25日）
該当事項はありません。
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

前計算期間末
平成24年 9月25日現在

当中間計算期間末
平成25年 3月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額
金融商品は原則として全て時価評価されている
ため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
ません。

1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額
金融商品は原則として全て時価評価されている
ため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。

2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及び
デリバティブ取引に関する事項
(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融
商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
については、短期間で決済されることから、帳簿
価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額
を時価としております。

2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及び
デリバティブ取引に関する事項
(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融
商品
同左
 

(2)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有
価証券の評価基準及び評価方法」に記載してお
ります。

(2)有価証券
売買目的有価証券
同左

(3)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載してお
ります。

(3)デリバティブ取引
同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)　
前計算期間末 (平成24年 9月25日現在)
該当事項はありません。
 
当中間計算期間末 (平成25年 3月25日現在)
該当事項はありません。
 
(その他の注記)

項目
前計算期間

自　平成23年 9月27日
至　平成24年 9月25日

当中間計算期間
自 平成24年 9月26日
至 平成25年 3月25日

元本の推移
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額

 
21,178,133,374円
774,732,203円
7,266,672,135円

 
14,686,193,442円
203,692,327円
5,402,925,588円
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４【委託会社等の概況】

 

(1) 【資本金の額】

半期報告書提出日現在：       22億円

発行する株式の総数：         86,400株

発行済株式総数：             21,600株

 

(2) 【事業の内容及び営業の状況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設

定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基

づき委任された資産の運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金

融商品取引業及び投資助言業を行っています。

委託会社の運用する証券投資信託は平成25年4月末日現在、以下のとおりです。（ただし、親投資信託は除

きます。）

種類 ファンド数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 78 1,102,949 

合計 78 1,102,949 

 

 

(3) 【その他】

半期報告書提出前6月以内において、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響

を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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５【委託会社等の経理状況】

 

1．   財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等

規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第

52号）に基づいて作成しております。

 

2．   監査証明について

当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の

財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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1.  財 務 諸 表

（1）【貸借対照表】
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（2）【損益計算書】
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（3）【株主資本等変動計算書】
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重要な会計方針

1.  引当金の計上基準

（1）退職給付引当金

退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づ

き、必要額を計上しております。また過去勤務債務及び数理計算上の差異は、発生年度に全額損益処理しております。

退職給付引当金のうち、役員分は次のとおりであります。

第16期
（平成23年3月31日）

第17期
（平成24年3月31日）

6,411千円 7,876千円

 

（2）賞与引当金

役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

 

2.  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（1）消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

追　加　情　報　

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第24号　平成21年12月4日）を適用しております。

 

注　記　事　項

（貸借対照表関係）

*1　関係会社に対する資産及び負債 

各科目に含まれる関係会社に対する資産及び負債の内容は、次の通りであります。

（単位：千円）

 
第16期

（平成23年3月31日）
第17期

（平成24年3月31日）

現金・預金 514,565 2,685,819

未収入金 12,057 1,383

未収運用受託収益 3,932 4,044

その他未収収益 153,365 305,772

未払費用 47,495 111,449

 

（損益計算書関係）

*1　関係会社との取引 

各科目に含まれる関係会社に対する取引額は、次の通りであります。

その他営業収益には、海外ファンドの販売資料及び運用報告書等の作成や翻訳など運用業務以外に関するサービスの提供

に伴う報酬を計上しております。

 

（単位：千円）

 
第16期

（自 平成22年4月 1日
　至 平成23年3月31日）

第17期
（自 平成23年4月 1日
　至 平成24年3月31日）

運用受託報酬 9,428 3,626

その他営業収益 334,026 530,376
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事務委託費 171,540 150,692

給料・手当 79,276 42,399

賞与 19,787 -

営業雑経費 その他 10,124 40,527

 

（株主資本等変動計算書関係）

第16期（自　平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

1.   発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 21,600 - - 21,600

 

2.   配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年6月28日
定時株主総会

普通株式 1,544,40071,500 平成22年3月31日平成22年6月29日

 
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。

 

第17期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1.   発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 21,600 - - 21,600

 

2.　 配当に関する事項

（1）配当金支払額

該当事項はありません。

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

第17期定時
株主総会

普通株式 利益剰余金 2,700,000125,000平成24年3月31日
第17期定時
株主総会の翌日

 

 

（金融商品関係）

1.　金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

現在、金融機関及びその他からの借入はありません。

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分別保管された投資信

託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。

未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている
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信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。

 

2.　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。　

 

第16期（平成23年3月31日） （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

現金・預金

未収委託者報酬

未収運用受託報酬

その他未収収益

資産計

未払費用

未払法人税等

負債計

3,501,780

1,775,081

336,934

 　543,280

6,157,075

1,725,001

   683,561

2,408,562

3,501,780

1,775,081

336,934

 　543,280

6,157,075

1,725,001

   683,561

2,408,562

-

-

-

 　-

-

-

   -

 -

 

第17期（平成24年3月31日） （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

現金・預金

未収委託者報酬

未収運用受託報酬

その他未収収益

資産計

未払費用

未払法人税等

負債計

4,527,037

1,166,243

412,520

   755,597

6,861,398

1,350,117

   337,901

1,688,018

4,527,037

1,166,243

412,520

   755,597

6,861,398

1,350,117

   337,901

1,688,018

-

-

-

 　-

-

-

   -

 -

（注）1. 金融商品の時価の算定方法

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、すべて帳簿価額により表示しております。
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（注）2. 金銭債権の決算日後の償還予定額

 

第16期（平成23年3月31日） （単位：千円）

 １年以内 １年超

現金・預金

未収委託者報酬

未収運用受託報酬

その他未収収益

合計

　　3,501,780

1,775,081

336,934

   543,280

6,157,075

-

-

-

   -

-

 

第17期（平成24年3月31日） （単位：千円）

 １年以内 １年超

現金・預金

未収委託者報酬

未収運用受託報酬

その他未収収益

合計

4,527,037

1,166,243

412,520

   755,597

6,861,398

-

-

-

   -

-

 

（退職給付関係）

1.  採用している制度の概要

当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。

当社の確定給付企業年金契約は、当社、ユービーエス証券会社及びユービーエス・エイ・ジー銀行東京支店との共同結合契

約であり、年金資産の計算は退職給付債務の比率によっております。

 

2.  退職給付債務に関する事項 （単位：千円）

 
 

第16期
（平成23年3月31日）

第17期
（平成24年3月31日）

 (1) 退職給付債務 763,195 804,804

 (2) 年金資産   536,656   513,386

 (3) 退職給付引当金 226,539 291,417

 

3.  退職給付費用に関する事項 （単位：千円）

 

 
第16期

（自 平成22年4月 1日
　至 平成23年3月31日）

第17期
（自 平成23年4月 1日
　至 平成24年3月31日）

 (1) 勤務費用 136,961 135,018

 (2) 利息費用 8,408 9,685

 (3) 期待運用収益 △2,537 △3,112

 (4) 数理計算上の差異の費用処理額 4,599 75,513

 (5) 過去勤務債務 　　40,425  　  　 -

 小計 187,857 217,104

 (6) 確定拠出年金拠出額 306 5,741

 (7) 特別退職金  　　8,428 　 42,845

 合計 196,591 265,690
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4.  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項    

 
（1）退職給付見込額の期間配分方法　　　　　支給倍率基準

（2）割引率

第16期
（自 平成22年4月 1日
　至 平成23年3月31日）

第17期
（自 平成23年4月 1日
　至 平成24年3月31日）

1.31% 1.00%

（3）期待運用収益率

第16期
（自 平成22年4月 1日
　至 平成23年3月31日）

第17期
（自 平成23年4月 1日
　至 平成24年3月31日）

0.58% 0.58%

（4）過去勤務債務の処理年数　　　　　　　発生時一括処理

（5）数理計算上の差異の処理年数　　　　　発生時一括処理

 

（税効果会計関係）
 
1.  繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）

  
第16期

（平成23年3月31日）
第17期

（平成24年3月31日）

繰 延 税 金 資 産     

 未 払 費 用  33,500  25,940

 未払事務所税  2,400  3,120

 減価償却超過額  14,800  18,230

 未払事業税  53,700  26,240

 株式報酬費用  208,400  217,050

 退職給付引当金  351,100  251,610

 賞与引当金  48,600  41,890

 その他  2,000  1,780

 評価性引当額  -  -

合計  714,500  585,860
     

 

2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別内訳

 
第16期

（平成23年3月31日）
第17期

（平成24年3月31日）

法定実効税率  40.65%  40.65%

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目  3.62%  3.44%

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正  -  2.21%

その他  △0.11%  △0.20%

税効果会計適用後の法人税率等の負担率   44.16%   46.10%
     

 

3.  法定実効税率の変更による繰延税金資産の金額の修正　

平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成

23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律第117号）が公布され平成24年4月1日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。これ

に伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は従来の40.65％から、平成25年1月1日から平成27年12月31日までに解消

が見込まれる一時差異については38.01％に変更し、平成28年1月1日以降に解消が見込まれる一時差異については35.64％に変

更しております。この税率の変更により繰延税金資産の純額は52,030千円減少し、当事業年度に費用計上された法人税等調整額
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は同額増加しております。

 

（セグメント情報等）

1.  セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.  関連情報

(1)  製品及びサービスごとの情報

当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益

の記載を省略しております。

(2)  地域に関する情報

　　　売上高

第16期（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

日本 米国 その他 合計

1,630,090千円 1,369,297千円 685,755千円 3,685,144千円

委託者報酬 9,217,542千円については、制度上顧客情報を知りえないため、含まれておりません。

第17期（自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日）

日本 米国 その他 合計

1,305,482千円 1,381,070千円 917,011千円 3,603,563千円

委託者報酬 8,948,072千円については、制度上顧客情報を知りえないため、含まれておりません。

 

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

(3)  主要な顧客に関する情報

第16期（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

相手先 売上高 関連するセグメント名

UBSグループ（*1） 2,055,053千円 投資運用

 

第17期（自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日）

相手先 売上高 関連するセグメント名

UBSグループ（*1） 2,298,081千円 投資運用

（注）委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

（*1） UBSグループは、UBS AG（本店：スイスのバーゼルおよびチューリッヒ）を中心に、世界の主要な金融センター

を含む50カ国で金融サービスを提供する金融グループです。
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（関連当事者情報）

1.　関連当事者との取引

 

第16期（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

（1）親会社

種
類

会社等の名称 住  所
資本金又
は出資金

事業の
内容又
は職業

議決権の
所有 (被
所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

親
会
社

ユービーエス.エ
イ.ジー（ロンド
ン証券取引所他
上場）

スイス・
チュー
リッヒ

3.8億スイ
スフラン

銀行、証
券業務

(被所有）
100%

金銭の預入れ、
資産運用業務及
びそれに関する
事務委託等、人
件費

金銭の預入れ  現金 ・ 預金 514,565

増加 5,274,305  

減少 4,981,191  

  未収入金 12,057

その他営業収益 334,026その他未収収益 153,365

運用受託報酬 9,428未収運用受託報酬 3,932

事務委託費 171,540未払費用 47,495

給料・手当 79,276  

賞与 19,787  

営業雑経費-その他 10,124  

    

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

1.  人件費は、出向者に対する実際支払額を基として決定しております。

2.  取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 

（2）兄弟会社等

種
類

会社等の名称 住  所
資本金又
は出資金

事業
の
内容
又
は職
業

議決権の
所有(被
所

有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金
額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)
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親
 
 
 
会
 
 
 
社
 
 
 
の
 
 
 
子
 
 
 
会
 
 
 
社
 
 
 
等

ユービーエス証券
会社

東京都千代田区
大手町

600億円
証券
業

なし

資産運用業
務

運用受託報酬 11,949未収入金 132,611

人件費の立
替

人件費（受
取）

45,963
未収運用受託報
酬

5,004

人件費、社会
保険料など
の
立替

事務委託費 276,412  

不動産賃借料 254,126未払費用 227,983

UBS Securities 
LLC

米国・ウィルミ
ントン

22,205百
万

米国ドル

サー
ビ
ス業

なし
人件費の立
替

給料・手当 132 - -

UBS Realty 
Investors LLC

米国・ボストン
9.3百万
米国ドル

資産
運
用業

なし
人件費の立
替

給料・手当 14,864未払費用 127

UBS Fund 
Management 

(Switzerland) AG

スイス・バーゼ
ル

1百万
スイス
フラン

資産
運
用業

なし
資産運用業
務

運用受託報酬 18,043
未収運用受託報
酬

611

UBS Global Asset
Management 
(Australia) Ltd

オーストラリア
・シドニー

8百万
オースト
ラリアド
ル

資産
運
用業

なし

資産運用業
務
及び、それに
関する事務
委
託等

その他営業収
益

164,224その他未収収益 9,743

事務委託費 271,073未払費用 86,409

    

UBS Global Asset
Management 
(Singapore) 

Holdings Pte Ltd

シンガポール

4.0百万
シンガ
ポールド
ル

資産
運
用業

なし

人件費の立
替

その他営業収
益

3,666その他未収収益 3,666

資産運用業
務
に関する事
務
委託

人件費（受
取）

21,767未払費用 24,098

事務委託費 38,862  

UBS Global Asset
Management (UK) 

Ltd
英国・ロンドン

125百万
英国ポン
ド

資産
運
用業

なし

資産運用業
務
及び、それに
関する事務
委
託等

その他営業収
益

32,254その他未収収益 15,223

運用受託報酬 77,805
未収運用受託報
酬

25,553

事務委託費 424,335未払費用 221,711

UBS Global AM 
Holdings Ltd

英国・ロンドン
151.4百万
英国ポン
ド

資産
運
用業

なし
人件費の立
替

人件費（受
取）

16,084未収入金 2,773

UBS Global Asset
Management 
(Americas) Inc

米国・シカゴ 1米国ドル
資産
運
用業

なし

資産運用業
務
及び、それに
関する事務
委
託等

その他営業収
益

347,918その他未収収益 108,209

事務委託費 170,328未払費用 72,535

給料・手当 48,596  

UBS Alternative 
and Quantitative
Investment LLC

米国・ウィルミ
ントン

10万
米国ドル

資産
運
用業

なし 兼業業務
その他営業収
益

583,691その他未収収益 152,478

UBS O'Connor LLC米国・シカゴ
１百万
米国ドル

資産
運
用業

なし 兼業業務
その他営業収
益

437,687その他未収収益 100,594

UBS Fund 
Management Lux. 

SA
ルクセンブルグ

10百万
ユーロ

資産
運
用業

なし
資産運用業
務

運用受託報酬 33,290
未収運用受託報
酬

967

取引条件及び取引条件の決定方針等

1.  事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。

　人件費は、出向者に対する実際支払額を基として決定しております。

2.  立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。

3.  取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 

第17期（自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日）
 

（1）親会社

EDINET提出書類

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社(E12473)

半期報告書（内国投資信託受益証券）

22/38



属
性

会社等の名称 住  所
資本金又
は出資金

事業の
内容又
は職業

議決権の
所有(被所
有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

親
会
社

ユービーエス.エ
イ.ジー（ロンド
ン証券取引所他
上場）

スイス・
チュー
リッヒ

3.8億スイ
スフラン

銀行、証
券業務

(被所有）
100%

金銭の預入れ、
資産運用業務及
びそれに関する
事務委託等、人
件費

金銭の預入れ  現金 ・ 預金 2,685,819

増加 4,896,377  

減少 2,591,640  

  未収入金 1,383

運用受託報酬 3,626未収運用受託報酬 4,044

その他営業収益 530,376その他未収収益 305,772

事務委託費 150,692未払費用 111,449

給料・手当 42,399  

営業雑費用-その他 40,527  

    

取引条件及び取引条件の決定方針等

1.   人件費は、出向者に対する実際支払額を基として決定しております。

2.   取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。

　

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 

（2）兄弟会社等

属
性

会社等の名称 住  所
資本金又
は 出資金

事業の
内容又
は職業

議決権の
所有(被所
有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)
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親
 
 
 
会
 
 
 
社
 
 
 
の
 
 
 
子
 
 
 
会
 
 
 
社
 
 
 
等

ユービーエス証券
会社

東京都千代田区
大手町

600億円 証券業 なし

資産運用業務 運用受託報酬 10,573未収運用受託報酬 4,480

人件費の立替 人件費（受取） 42,839未収入金 234,931

人件費、社会
保険料などの
立替

事務委託費 281,133  

不動産関係費 235,256未払費用 231,336

UBS Securities 
LLC

米国・ウィルミ
ントン

22,205百万
米国ドル

サービ
ス業

なし 人件費の立替 給料・手当 53 - -

UBS Realty 
Investors LLC

米国・ボストン
9.3百万
米国ドル

資産運
用業

なし 人件費の立替 給料・手当 5,713 - -

UBS Fund 
Management 

(Switzerland) AG

スイス・バーゼ
ル

1百万
スイス
フラン

資産運
用業

なし 資産運用業務 運用受託報酬 10,920未収運用受託報酬 502

UBS Global Asset
Management 
(Australia) Ltd

オーストラリア
・シドニー

40百万
オースト
ラリアドル

資産運
用業

なし

資産運用業務
及び、それに
関する事務委
託等

その他営業収益 182,048その他未収収益 40,403

事務委託費 392,957未払費用 108,002

    

UBS Global Asset
Management 
(Singapore) 
Holdings Pte Ltd

シンガポール
4百万
シンガ
ポールドル

資産運
用業

なし

資産運用業務
及び、それに
関する事務委
託等

その他営業収益 16,609その他未収収益 4,424

事務委託費 56,861未払費用 23,047

    

UBS Global Asset
Management (UK) 

Ltd
英国・ロンドン

125百万
英国ポンド

資産運
用業

なし

資産運用業務
及び、それに
関する事務委
託等

運用受託報酬 72,139未収運用受託報酬 30,761

その他営業収益 78,795その他未収収益 13,851

事務委託費 266,409未払費用 106,036

UBS Global AM 
Holdings Ltd

英国・ロンドン
151.4百万
英国ポンド

資産運
用業

なし 人件費の立替 人件費（受取） 20,263 - -

UBS Global Asset
Management 
(Americas) Inc.

米国・シカゴ 1米国ドル
資産運
用業

なし

資産運用業務
及び、それに
関する事務委
託等

運用受託報酬 8,634未収運用受託報酬 6,845

その他営業収益 339,396その他未収収益 103,751

事務委託費 221,183未払費用 43,004

給料・手当 75  

UBS Alternative 
and Quantitative
Investments LLC

米国・ウィルミ
ントン

10万
米国ドル

資産運
用業

なし 兼業業務 その他営業収益 639,715その他未収収益 164,926

UBS O'Connor LLC米国・シカゴ
１百万
米国ドル

資産運
用業

なし 兼業業務 その他営業収益 277,150その他未収収益 87,827

UBS Fund 
Management 
(Luxembourg) S.

A.

ルクセンブルグ
10百万
ユーロ

資産運
用業

なし 資産運用業務 運用受託報酬 38,577未収運用受託報酬 1,295

UBS / Gemdale 
Investment 
Management 
Limited

モーリシャス　　
　共和国

2万米国ドル
資産運
用業

なし 兼業業務 その他営業収益 12,546その他未収収益 12,546

UBS Global Asset
Management 
(HongKong) 
Limited

香港
25百万
香港ドル

資産運
用業

なし 資産運用業務

その他営業収益 3,292その他未収収益 4,295

事務委託費 36,311未払費用 9,708

    

取引条件及び取引条件の決定方針等

1.  事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。

　人件費は、出向者に対する実際支払額を基として決定しております。

2.  立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。

3.  取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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（1株当たり情報）

 

 第16期
（自 平成22年4月 1日
　至 平成23年3月31日）

第17期
（自 平成23年4月 1日
　至 平成24年3月31日）

1株当たり純資産額
1株当たり当期純利益

194,200円33銭
66,773円73銭

253,054円61銭
58,854円27銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

 

（注）1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 第16期
（自 平成22年4月 1日
　至 平成23年3月31日）

第17期
（自 平成23年4月 1日
　至 平成24年3月31日）

当期純利益（千円） 1,442,312 1,271,252

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,442,312 1,271,252

普通株式の期中平均株式数（株） 21,600 21,600

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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1．　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号、以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等

に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

2．　当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間（平成24年4月 1日から平成24

年9月30日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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（1）　中 間 貸 借 対 照 表
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（2）  中 間 損 益 計 算 書
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（3）  中間株主資本等変動計算書
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（重要な会計方針）

1.  引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

　　　　　 役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

 

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

また過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用収益処理方法は以下のとおりであります。過去勤務債務は、

発生年度に全額費用処理しております。数理計算上の差異は、発生年度に全額損益処理しております。

 

2.  その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
また、仮払消費税と仮受消費税は相殺のうえ表示しております。

 

注　記　事　項

（中間株主資本等変動計算書関係）

第18期 中間会計期間
自　平成24年 4月 1日
至　平成24年 9月30日

1.　発行済株式に関する事項 

2.　配当に関する事項 

　　配当金支払額
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（金融商品関係）

第18期 中間会計期間
自　平成24年 4月 1日
至　平成24年 9月30日

1.  金融商品の時価等に関する事項

平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

現金・預金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬
その他未収収益

資 産 計
未払費用
未払法人税等

負 債 計

2,972,047
833,982
437,339

   645,586
4,888,955
1,028,759
   586,704
1,615,463

2,972,047
833,982
437,339

   645,586
4,888,955
1,028,759
   586,704
1,615,463

-
-
-

   -
-
-

   -
 -

 
 （注）1.金融商品の時価の算定方法

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、すべて帳簿価額によ
り表示しております。
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（セグメント情報）

第18期 中間会計期間
自　平成24年 4月 1日
至　平成24年 9月30日

1.  セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2.  関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

当社の製品・サービス区分は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域に関する情報

売上高

日本 米国 その他 合計

556,420千円 733,227千円 364,315千円 1,653,963千円

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

なお、委託者報酬 4,495,403千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれてお
りません。

(3) 主要な顧客に関する情報

相手先 売上高 関連するセグメント名

UBSグループ（*1） 1,097,542千円 投資運用

（注）委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

（*1） UBSグループは、UBS AG（本店：スイスのバーゼルおよびチューリッヒ）を中心に、世
界の主要な金融センターを含む50カ国で金融サービスを提供する金融グループです。

 

（1株当たり情報）

第18期 中間会計期間
自　平成24年 4月 1日
至　平成24年 9月30日

1株当たり純資産額                         156,000円32銭
1株当たり中間純利益金額                    27,945円70銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載し
ておりません。
１株当たり中間純利益の算定上の基礎

中間損益計算書上の中間純利益                         603,627千円
普通株式に係る中間純利益                             603,627千円
普通株式に帰属しない金額の主要な内訳        該当事項はありません
普通株式の期中平均株式数　　　　　　　　　　　　　　　　　21,600
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独立監査人の中間監査報告書

平成25年5月10日

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社
　取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 英　　　公　一　印

   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 湯　原　　　尚　印

 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられている日興ＵＢＳ中国A 株ファンドの平成24年9月26日から平成25年3月25日
までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の
基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間
財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、
不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心と
した監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統
制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって
行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作
成基準に準拠して、日興ＵＢＳ中国A 株ファンドの平成25年3月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間（平成24年9月26日から平成25年3月25日まで）の損益の状況に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
　ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執
行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
 

(注)　１．上記は、当社（本書提出会社）が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電
子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

　　　２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

 

 

    委託会社の監査報告書（当期）へ
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独立監査人の監査報告書

平成２４年６月２６日

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社
　取 締 役 会 　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 上 野 佐 和 子　印

   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊　藤　志　保　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「経理の状況」に掲げられているユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式
会社の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの第１７期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統
制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれ
る。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社の平成２４
年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績の状況をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　　上
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(注)　上記は、当社（本書提出会社）が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を

電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

 
 
    委託会社の監査報告書（中間）へ
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独立監査人の中間監査報告書

平成２４年１２月３日

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社
　取 締 役 会 　　御　中

新日本有限責任監査法人
 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 上野　佐和子　印

   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊藤　志保　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているユービーエス・グローバル・アセット・マネジ
メント株式会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第１８期事業年度の
中間会計期間（平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及び
その他の注記について中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよ
うな重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用
される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査
には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの
評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会
社の平成２４年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２
４年４月１日から平成２４年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示してい
るものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　　上
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(注)　上記は、当社（本書提出会社）が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化
したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

 
    委託会社の監査報告書（当期）へ
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